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地域循環圏形成推進ガイドラインの概要
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平成21年度より、地域循環圏の構築に向けて、循環資源の性質に応じた複層的な
望ましい循環の姿とそのために必要な取組・事業をまとめた地域計画を関係主体の連
携協働によって策定するための調査、検討を実施。

平成23年度に3カ年の成果を踏まえて「地域循環圏形成推進ガイドライン」を策定

１．ガイドライン策定の背景

第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月閣議決定）

○地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環が困難なものについては循
環の環を広域化させていくといった考え方に基づく「地域循環圏」を、地域間で連携を図りつつ
幾重にも構築していくことで、統合された持続可能な地域づくりを進めることを提唱。

○最適な規模の「地域循環圏」を構築していくことで、よりきめ細かく、効果的な循環型社会の形成
を目指すことが、地域の自立と共生を基本とした「地域再生」の原動力にも結びついていく。

○地域循環圏は、国と地方を中心に各主体が構想段階から協働して地域計画を策定し、循環型
社会の形成のための基盤の整備を推進することとされている。



＜委員＞

座長 藤田 壮 （独）国立環境研究所 環境都市研究プログラム総括

社会環境システム研究センター環境都市システム研究室長

委員 稲葉 陸太 （独）国立環境研究所 循環型社会・廃棄物研究センター

循環技術システム研究室 主任研究員

後藤 尚弘 豊橋技術科学大学 環境・生命工学系 准教授

辻 宣行 北海道大学 サスティナビリティ学教育研究センター 特任准教授

平井 康宏 京都大学環境保全センター 准教授

藤井 実 （独）国立環境研究所 社会環境システム研究センター

環境都市システム研究室 主任研究員

松本 亨 北九州市立大学 国際環境工学部 環境生命工学科 教授

横山 裕道 淑徳大学 国際コミュニケーション学部 客員教授

＜関係府省＞

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課

国土交通省総合政策局環境政策課

環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室

２．検討会の委員構成

■「平成23年度地域循環圏形成推進に向けた検討会」を設置し検討を実施
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１．計画策定支援手法の位置付け
２．計画支援手法の紹介
2.1 循環資源量算定例の紹介
2.2 地域循環効果算定例の紹介
2.3 地域環境活力の評価例の紹介 4

3.地域循環圏形成推進ガイドラインの構成

第Ⅰ編 地域循環圏の概念
～地域循環圏とは～

第Ⅱ編 基本構想の策定編

第Ⅲ編 地域循環圏形成に係る事
業モデルまでのイメージ編

第Ⅳ編 地域循環圏形成の推進に
向けて

支援編 計画策定支援手法の紹介

１．地域循環圏の概念
1.1 地域循環圏とは
1.2 地域循環圏形成に伴う効果・効率性要素
1.3 地域循環圏の類型パターン
1.4 地域循環圏形成により期待される効果

１．基本構想策定から地域循環圏形成までの流れ
２．基本構想の策定手法
2.1 地域循環圏のシーズとニーズの把握
2.2 地域循環圏形成の基本方針の策定
2.3 地域循環圏の構想の策定
2.4 地域の状況に応じた事業実施計画づくりに向けて

３．組織化・推進ネットワークづくり
3.1 推進体制の整備及び具体的な事業発掘のあり方
3.2 地域循環圏形成を推進するための関係者とその役割

１．廃プラスチックの利活用の高度化を軸にした事業モデル
２．湿潤系バイオマスの利活用の高度化を軸にした地域循環圏
３．使用済小型電子機器等の利活用の高度化を軸にした地域循環圏
４．木質系バイオマスの利活用の高度化を軸にした地域循環圏

１．地域循環圏形成の推進に向けて
1.1 地域循環圏形成の推進の方向性
1.2 地方環境事務所の取組み紹介
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都市形成や地域づくりの面からも展開 主導的な役割を担う主体循環圏形成の取組イメージ例

各種リサイクル事業の促進
一般廃棄物と産業廃棄物の共同処理事

業構築
自治体清掃事業の民間活用促進
レアメタルの回収事業促進

地域住民
地域の自治会等
ＮＰＯ，ＮＧＯ
商店街、商工会等
農業・漁業・森林協同組合

各種の民間企業
エコタウン事業者
廃棄物処理事業者

地域エネルギー供給業者
製鉄会社
製紙会社
セメント会社等

都道府県、自治体
行政の都市計画部局
エコタウン事業者
各種の民間企業
鉄道会社、バス会社等々

都道府県
自治体
各種の民間企業
エコタウン事業者
廃棄物処理事業者等

各種の地域の環境活動
２Ｒの取組み促進
里地里山保全活動の促進
景観整備や自然共生社会づくり促進

廃棄物やバイオマス等の循環資源由
来のエネルギー利用事業の促進

低炭素型エネルギーシステム
各種エネルギーシステムのグリッドシ

ステムの構築

エコタウンやバイオマスタウン事業の拡充
広域化処理事業の促進
人口減等に伴う自治体清掃工場の集約

化
小型電子機器等回収処理事業の構築
プラスチック高度化処理システム構築

エコタウンやバイオマスタウンの拡充
循環システム構築を地域づくりの面から

も整備
エコモビリティシステムづくりの促進
高齢化社会に対応する清掃サービスの

充実、資源回収拠点の充実

４.循環型社会形成の促進の中核を担う「地域循環圏」
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５.地域循環圏形成の基本軸

地域循環圏の形成は、Ⅰ 適正で効率的な資源循環、Ⅱ 地域特性を活用する資源循環、Ⅲ 地域
に活力をもたらす資源循環 の三つの基本軸となる考えに基づいて、12 の基本方針で推進してい
きます。

適正で
効率的な
資源循環

地域特性を活
用する
資源循環

地域に活力
をもたらす
資源循環

地域循環圏形成の基本軸

①資源の特性を活かす
高効率の循環

赤字：地域循環圏形成の
基本方針

②適正処理の堅持

③再資源化製品や再生エネ
ルギーの受入れ先の確保

④未利用資源の利用促進

⑤これまでの取組が遅れている、
２Ｒの推進

⑥動脈産業との連携

⑦エコタウンなどの循環型産
業集積基盤の積極的な活用

⑧地域型の新しい生産・消費
チェーンシステムづくりの促進

⑨新しい環境ビジネスの創出

⑩都市交通やエネルギーネットワー
ク等の社会インフラ整備とも連動

⑪民間企業の活力や創意工夫を積
極的に活用

⑫経済、暮らしを含む地域活性化

循環システムの構
築・拡充展開

社会基盤の活用や
社会システムの整備

経済活動や地域活動
の活性化
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６．地域循環圏を構成する循環の機能

「地域循環圏」とは、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させつつ、広域での循
環が効率的なものについては地域間での連携を図りつつ「循環の環（わ）」を広域化させ
ていくという考え方に基づき、循環の環が重層的に構築された地域。

地域で循環可能
な資源はなるべく

地域で循環

広域での循環が効率的
なものについては地域
間での連携を図りつつ

適正な規模の
「循環の環」を形成

「循環の環」が重層的に
形成

地域循環圏の機能 「循環の環」のイメージ

地域内資
源循環

イメージ例
里地里山や農村部での地域内で
のバイオマスの利活用

地域Ａ

地域Ｂ 地域Ｃ

広域化処理システム
（地域間連携）

イメージ例
一般廃棄物の広域化処理、施設の集約化
一般廃棄物と産業廃棄物の共同処理
廃プラスチックの統合的な処理システム
地域間連携等による循環圏を形成

イメージ例
都市と農村連携→食品リサイクルループ
小型電子機器等の広域処理システム→レ
アメタル回収
①里地里山里海エリア、②都市部エリア、
③動脈産業の集積、④循環型産業の集積と
中心とする広域的な循環圏が想定される。
それぞれの循環圏間の連携→循環の環が
重層的に構築

地域
循環
圏Ａ

地域循
環圏Ｂ

地域循環圏Ｃ

コミュニティレベル
地域内レベル

市町村連携レベル
都道府県レベル

ブロック圏レベル
国内資源循環レベル



○バイオマス系の循環

資源の地域内循環

○都市系の循環資源（廃棄
物）を都市内で循環利用

○動脈産業の基盤を活用し

多様な循環資源を利活用

○エコタウンなどの静脈産
業の集積基盤を活用し多
様な循環資源を利活用

○循環産業や動脈産業の
集積拠点などと連携しなが

ら適正規模で資源循環
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７．地域循環圏の類型パターン

(1)里地里山里海
地域循環圏
農山漁村を中心とした循
環圏で、農村水産業に由
来するバイオマス資源の
地産地消的な利活用を推
進する。

（2）都市・都市近郊
地域循環圏
人口集積の多い都市エリ
アでは多種多様な循環資
源を排出します。都市近
郊の農村地域の連携も含
め、循環型産業集積地
（エコタウン等）や動脈産
業の集積エリアとも連携を
はかりながら、
効率的な資源循環を
構築する。

(3)動脈産業
地域循環圏

セメント、鉄鋼、非鉄精
錬製紙等の基幹産業の
基盤やインフラをこれま
で以上に活用しながら、
循環資源を大量に抱え
もつ大都市エリアとの物
流システム等を高度化
せ、より効率的な循環シ
ステムの構築やエネル
ギーの利活用システム
を高度化。

(4)循環型産業
（広域）地域循環圏
小型電子機構等のリサ
イクルなどを、動脈産業
地域循環圏との連動を
はかりながら、レアメタ
ルの回収などで優位性
の持つシステムを形成。

地域の循環社会基盤（資源再生・処理施設、循環型動脈産業施設）の立地・集積と廃棄物の発生
分布など地域特性を活かす地域循環圏の整備
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８ 里地里山里海地域循環圏のイメージ

農山村、漁村を中心とした循環圏で、農林業や水産業に由来するバイオマス資源の地産池
消的な利活用を推進します。また、都市や動脈産業と連携した循環システムを構築する。
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９. 都市・近郊地域循環圏のイメージ

人口集積の多い都市エリアでは多種多様な循環資源を排出。都市近郊の農村地域、静脈産
業集積地（エコタウン等）や動脈産業の集積（臨海部工業地帯等）のエリアとも連携をは
かりながら、効率的な資源循環を構築していく。
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10. 動脈産業地域循環圏のイメージ

セメント、鉄鋼、非鉄精錬、製紙等の基幹産業の基盤やインフラをこれまで以上に
活用しながら、循環資源を大量に抱えもつ大都市エリアとの物流システム等を高度
化させ、より効率的な循環システムの構築やエネルギーの利活用システムを高度化
させていく。
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１１.循環型産業（広域）地域循環圏のイメージ

循環型産業が集積されたエコタウン等の保有する転換技術
や広域静脈物流などの高度化、動脈産業地域循環圏との連
動をはかりながら、優位性の持つシステムを形成していく。
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1２.地域循環圏形成における地域活性化のイメージ例(１）
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1３.地域循環圏形成における地域活性化のイメージ例(２）
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14.地域循環圏形成における地域活性化のイメージ例(３）

地域活力の向上 地域の結びつき向上 雇用や新しいビジネスチャンスの創出

新しいライフスタイルやワークスタイルの提案 新しい環境技術開発や人材育成の促進

出典）平成２２年度 環境省 循環型社会地域支援事
業 「竹・土・水の社会循環型３Ｒ事業 ～近江八幡の

三方よしを活かして～」

出典）平成２２年度 環境省 循環型社会地域支援事業 「竹・土・水の社会循環型３Ｒ事業 ～近江八幡の三方よしを活かして～」

地域住民による放置竹林の整備活動

市民農園における竹粉の利用実験

竹工芸講座の開催

廃竹材を利用した観光用力車の製作
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15. 地域循環圏の概念・形成方針を構想策定ガイドラインへ

■地域循環圏の概念の確認
「地域循環圏」とは、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させつつ、広域での
循環が効率的なものについては地域間での連携を図りつつ「循環の環（わ）」を広域化
させていくという考え方に基づき、循環の環が重層的に構築された地域。

■地域循環圏を構成する要素 適正規模・統合管理・一体的処理・地域資源

■地域循環形成の３つの基本軸とそれを実現する12の基本方針

■地域循環圏を形成する循環の「環（わ）」
地域の特性を活かす4つの地域循環圏のパターン

農村地域から、都市、産業拠点、広域循環；拠点と圏域
■地域循環圏の形成による地域活性化のイメージ

家庭で、オフィスで、商店で、農山漁村コミュニティで
■地域循環圏構築の中心となる４つの事業モデルイメージ

地域循環圏構想・将来ビジョンの策定プロセス（ガイドライン）
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16. 地域循環圏構想・将来ビジョンの策定プロセスの検討

１．地域循環圏のシーズとニーズの把握

２．地域循環圏形成の基本方針の検討

３．地域循環圏の構想の策定

１）循環資源別の賦存量や物質フローの把握

２）地域の廃棄物施設の状況確認、既存の循環
システムの基盤（活用ポテンシャル）の把握

３）地域の関連するコミュニティ活動状況の把握

4）地域課題の把握

１）地域循環圏の将来像の検討

２）地域循環圏の中心事業

３）地域コミュニティ連携

１）地域循環圏の将来ビジョン

２）地域循環圏の事業モデル

３）地域循環圏の運営システムの構築

４）地域循環圏の形成効果の評価

○地域循環圏の将来ビジョンや将来構
想を作り上げるために、地域における
循環資源別の賦存量や物質フローな
どの把握から、地域循環圏形成の
シーズ及びニーズを把握。

関連する計画
策定支援手法 循環資源量算定手法

○地域循環の中心事業や地域コミュニ
ティ連携を想定し、地域のあるべき姿
を描きながら地域循環圏の基本的な
考えを整理。

○関連するタウンプランなど関連する
計画との整合を図る。

○関係者間の合意形成を経た基本方
針を踏まえ、地域循環の将来ビジョン
等を構想としてまとめる。

地域循環圏形成推進に向け具体的な取り組みを検討するにあたり、「地域循環圏構想・将来ビ
ジョン」を策定する際のプロセスを紹介。

地域循環効果算定ツール

地域循環活力算定手法

関連する計画
策定支援手法
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17. 地域循環圏の基本方針とビジョンの検討プロセス

循環形成のシーズ及びニーズの把握を踏まえて、地域循環の中心事業やそれを支える地域
コミュニティの連携を想定し、地域のあるべき姿を描きながら、対象地域の地域循環圏の基
本的な考え方を整理する。

１）循環資源別の賦存量や物質フロー

２）地域の廃棄物施設の状況確認、既存の
循環システムの基盤（活用ポテンシャル）

３）地域の関連するコミュニティ活動状況

１）地域循環圏の将来像⇒既存のエコタウン計画との整合を図りさらなる発展

２）地域循環圏の中心事業⇒容器包装以外の未利用廃プラスチックの資源循環

３）地域運営体制⇒自治会、NPO、学校、地場の企業等々との連携

地域循環圏のシーズとニーズの把握

１）適正で効率的な資源循環

２）地域特性を活かす資源循環

３）地域に活力をもたらす資源循環

地域循環圏形成の三つの基本軸

１）里地里山里海地域循環圏

２）都市・近郊地域循環圏

３）循環型産業（広域）地域循環圏

４）動脈産業地域循環圏

地域循環圏形成の地域特性の４類型

１）適正規模での収集（広域化）

２）統合管理

３）一体的処理

４）地域資源活用

地域循環圏形成に求められる４つの機能

地
域
で
目
指

す
べ
き
方
針
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18.地域循環圏形成を推進するための組織づくり

ＳＴＥＰ２；地域全体で組織化する例（中部地方環境事務所の例）

①協議会

地域循環圏形成の促進にあたっては、地域循環圏形成に取組む組織（グループ）づくりを行うこ
とが重要。

②コンソーシアム ②コンソーシアム

モデル事業
１

モデル事業
２

【構成メンバー】有識者、地方環境事務所、
経産局、農政局、三県

【機能】モデル事業の選定、運営の助言、評価

【構成メンバー】事業者、地元自治体
【機能】モデル事業の体制構築・運営

【STEP１】
①個別のグループをつくる。
自治体、事業者、NPO/NGO、各種団体、
学校、自治会等で自由に構成され、地域循
環圏形成に取り組む検討グループ（勉強会
等）を組織する。

【STEP２】
②地域全体で組織化する。
圏域に応じて国・地方環境事務所・都道府県・市町

村など行政が主導的な役割を担い、幅広く関係者

を募って、地域循環圏の形成を地域ぐるみで促進

する組織を組成する。

この例では、まず、有識者と地方環境事務所、経産局、農政局、三県で構成する検討会が組成
され、モデル事業を公募・選定したのち、事業毎に地域協議会が組成されている。
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関係者＼圏域規模
国際 国 ブロック 市町村間 コミュニティ

圏域規模の定義 輸出入を伴う循

環圏

地方環境事務所

の圏域を跨ぐ循

環圏

地方環境事務所

の圏域内で都道

府県を跨ぐ循環

圏

都道府県内で市

町村を跨ぐ循環

圏

市町村内の循環

圏

協議会の

構成メンバー

国・地方環境事

務所を中心に、

関係局、拠点と

なる都道府県、

市町村、その他

関係機関等

国・地方環境事

務所を中心に、

関係局、拠点と

なる都道府県、

市町村、その他

関係機関等

圏域となる地方

環境事務所を中

心に、関係局、

拠点及び圏域に

含まれる都道府

県、拠点となる

市町村、その他

関係機関等

圏域となる都道府県を中心に、

拠点及び圏域となる市町村、その

他関係機関等

協議会の機能 地域循環圏形成推進のために、コンソーシアムとその他関係機関等に関する事項の調整

の場とする。また、同じ協議会管轄内で、時系列的に対象品目の異なるコンソーシアムが

組成された場合に、協議会が既組成コンソーシアムや既存事業（エコタウン事業やバイオ

マスタウン事業、リサイクルループ事業など）との合成・連携について調整機能をもつ。

これにより、地域循環圏の複層化や高度化をはかる。その際に、必要に応じ、国からの支

援や法令・規制・許認可などの対応についての助言等を引き出す役割を担うものとする。

表 協議会の圏域規模別の構成メンバー例
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19.地域循環圏形成を推進するための関係者とその役割

１）国・地方環境事務所

国・地方環境事務所は、関係府省、関係都道府県・市町村、産
業界、NGO/NPO等の関係主体の連携協働により、地域循環圏形

成が推進されるようにモデル事業の実施など国が行うべき施策を
実施するともに、循環資源が循環する地域が都道府県をまたぐ場
合に協議会の設置運営に中心的な役割を果たします。また、必要
に応じて事業実施者のコーディネート機能を担います。

２）都道府県

都道府県は、主に循環資源が循環する地域が市町村をまたぐ場
合を中心に、地域循環圏に係る協議会の設置運営や、域内に拠
点を置く環境ビジネスの促進等に中心的な役割を果たします。ま
た、地域循環圏の形成が推進されるように、国・地方環境事務所
や近隣の都道府県、市町村等が行う施策の実施に協力するととも
に、産業廃棄物の循環利用、及び一般廃棄物と産業廃棄物に係
る施設整備について、廃棄物処理法等の関連法令との整合性を
確認します。環境ビジネスを創出する役割も担います。

３）市町村

市町村は、循環資源が循環する地域が市町村内のコミュニィティ
レベルの場合に協議会の設置運営や、市町村内に拠点を置く環
境ビジネスの促進等に中心的な役割を果たします。また、地域循
環圏の形成が推進されるように、国・地方環境事務所、都道府県
や近隣の市町村等が行う施策の実施に協力するともに、当該市
町村の一般廃棄物が対象となる場合には、一般廃棄物管理者と
して、適正処理に留意するとともに、積極的に地域循環圏の形成
の推進にあたります。

４）ＮＧＯ／ＮＰＯ

ＮＧＯ／ＮＰＯは、地域の特性を踏まえ地域に密着し住
民と共同で様々な取組みを行っていくことで、コミニュティ
を形成する主体となっております。この機能を活かし、地
域循環圏形成に取組む組織（グループ）づくりから事業
実施に至るまで、地域循環圏の形成推進に協力するとと
もに、自らも発案者、事業主体として新たな事業創出が
期待されます。

５）事業者

事業者は、循環資源排出者、資源再生業者、廃棄物処
理業者、利用者として地域循環圏における事業の実施を
担うとともに、新たな事業創出の発案者としても期待され
ます。とくに、適正処理に留意する必要があります。

６) 農協、生協、漁協、森林組合

地域資源の活用を具体的に検討するにあたり、生産及
び集・分荷機能ならびに、需給に係る情報を有する各種
協同組合と連携することが重要になります。そこで、各種
協同組合は、状況に応じて地域資源及び需給に係る情
報を開示するとともに、地域循環圏形成推進に協力する
ことが期待されます。
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20.地域循環圏を構築するための事業モデルイメージ

① 単純焼却している廃プラスチックの効率的な循環システムの構築
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②都市と農村の連携等によって湿潤系バイオマス（生ごみ）の効率的循環の事業モデルイメージ
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③使用済小型電子機器等の利活用の高度化を軸にした事業モデルイメージ
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④ 木質系バイオマス（林地残材）の効率的な地域エネルギー利用の事業モデルイメージ
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21.地域循環圏形成効果の評価手法の提供

客観的地域循環圏形成効果を示すことが、合意形成を図り地域循環圏形成を推進するうえで重要。
地域特性や事業内容に応じた評価指標を定めて効果を算定する必要があるが、循環資源の発生、

収集・運搬、転換、輸送、再生・代替利用の各段階での最終処分量、天然資源投入量、ＣＯ２排出量、
コストについては、共通する指標として設定可能。 ここでは部分的にツールを提供。

最終処分量 天然資源投入量 CO2排出量 コスト 地域環境活力

＜評価指標＞

・資源化による最終処
分量削減

・代替による天然資源
投入削減

・処理に伴うCO2排出
・代替によるCO2削減

・スケールメリットによ
るコスト削減
・資源化に伴うコスト
・資源売却益

・環境経営活力
・地域環境活動活力
・住民満足度
・事業効果
・物質循環GHG排出量等算定ﾂｰﾙで評価 ｺｽﾄ算定ﾂｰﾙで評価 定量、定性の両面で評価

原料採取
(天然資源)

素材生産
生産加工
(製品製造)

流通・消費
処理・

再資源化
最終処分

・天然資源投入量削減地
域
循
環
圏
形
成
効
果

・再生資源利用促進
・ｴﾈﾙｷﾞｰ自立性確保
・代替によるCO2削減
・企業競争力の増加
・産業活性化

・廃棄物有効利用
・廃棄物ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
・静脈物流活性化

・地域循環圏形成への
住民参加

・コミュニティ活性化

廃
棄

・廃棄物削減
・施設効率化
・行政コスト削減
・焼却施設集約による

発電効率向上
・処理に伴うCO2削減
・静脈産業活性化

・最終処分量削減
・行政コスト削減
・生物多様性保全
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22.地域循環効果算定ツールの紹介

ＧＨＧ排出量等算定ツール

ＧＨＧ排出量等計算結果例（プラ分別）

・利用者は自治体の担当者を想定
・地域単位で、廃棄物処理・リサイクル部門からのＧＨＧ排出量等を算定
・地域循環圏構築前後の効果を比較
・ごみ処理プロセス毎のモジュールで構成され、単独でも計算可能
・原単位等のパラメーターは大半がデフォルトで与えてあるが、利用者が変更可能

廃棄物・循環資源の収集運搬、処理、再資源化、最終処分の
各プロセスと各プロセス間の輸送を評価範囲

プラスチック分別による削減効果

→代替による削減効果が得られる。
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40
45
50
55
60
65
70
Ⅰ環境経営

Ⅱ地域環境活動

Ⅲ住民満足度

Ⅳ物質循環

５年前 現在 ５年後

レーダーチャートの例

23.地域循環活力算定手法の紹介

グラフの見せ方により、例えば現状の
水準は及第点でも将来の可能性・発展
性が十分でない等の特徴が把握可能

・地域循環活力については、定量的な評
価が難しいものが主体となるが、地域循環
圏の特性に応じて、再生利用率や環境経
営導入企業数といった、定量的評価が容
易な指標を組み合わせて評価する。
・地域循環圏の特性に応じて設定例で示し
たような指標を設定する。

区 分 指標(人口当たり等の比較性を考慮する)

経
済

Ⅰ環境経営 環境に関係する企業数

環境経営導入企業数

環境雇用人数

社
会

Ⅱ地域環境活動 関連団体の数

関連団体の活動諸数値

自治体主催の物質循環等関係セミナーの開催回数

活動・交流に関する諸数値

情報発信の機会の数

視察・研修等受入回数

ソーシャルキャピタル

Ⅲ住民満足度 住民満足度

環
境

Ⅳ物質循環 一人一日当たりごみ発生量（一般廃棄物）

再生利用率（一般廃棄物）

地域内の産業廃棄物発生量

地域内循環資源・未利用材利用率

土地等再生率

農地、山林等面積

循環資源利用製品出荷高、生産高等（民間事業所
｛営利目的｝を対象として集計）

地域活動による循環資源利用産品生産高（非営利
団体によるものに特化して集計）

人口あたり廃棄物、未利用資源による発電電力量
（Ｗh／人）

人口あたりの廃棄物由来バイオマスまたはバイオ
マス意外の燃料消費量（Ｊ／人）

地域循環活力指標の設定例
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24.地域循環圏の構想検討フローと計画策定支援手法

１．循環資源賦存量算出手法
循環資源の賦存量や有効利用可能量を把握することが、地域循

環圏の基本方針を検討するうえで重要。
循環資源の把握には、公的な情報源が活用可能であり、それらを

用いて基礎調査を行い、基本方針を策定する。その後、事業化に
向けた各検討段階において、補足調査を行って精度を上げる。

２．地域循環圏形成効果算定ツール
・市町村の廃棄物収集・受入システム内に入ってくる一般廃棄物を
対象とし、廃棄物・循環資源の収集運搬、処理、再資源化、最終処
分の各プロセスと各プロセス間の輸送を評価範囲とする。
・リサイクル製品による天然資源の代替効果等の波及効果を算定
対象に含めた。
・従来廃棄物として排出されていないバイオマス資源については、
収集運搬、再資源化、最終処分の各プロセスと、各プロセス間の輸
送を評価範囲とした。

３．地域循環活力算定手法
地域循環圏には、資源代替による経済効果、産業の活性化、雇

用の創出、地域全体の環境負荷の削減等、多岐に渡って地域経済
等を活性化させる効果がある。

地域循環圏の形成による民間企業における環境経営活力、地域
環境活動、住民満足度等に対する効果を算定し、さまざまな領域に
おける環境活動の活性化を地域の環境の質の改善に結び付け、
多様な視点からの効果測定手法を文献から体系化して紹介。

【ＧＨＧ排出量等算定ツール】
・資源化による最終処分量削減
・代替による天然資源投入削減

・処理、代替によるＣＯ２削減

【コスト算定ツール】
・スケールメリットによるコスト削減効果

・資源化に伴うコスト増
・資源売却益

循環資源別地域循環特性

【対象】
廃プラ、小型家電、木質系バイオマス、

食品残渣

【算出項目】
排出分布、循環量、回収・循環事業者

の分布、潜在需要量

シーズ・ニーズの把握

基本方針の検討

地域循環圏構想検討

地域循環圏の計画検討

推進施策・事業

検証・評価・モニタリング

地域循環圏策定プロセス 計画策定支援手法

循環資源賦存量等算定手法

地域循環圏効果算定ツール

【可能性検討段階】

【策定準備段階】

【基礎的検討段階】

【計画検討段階】

【汎用ツール】

【事業モデル毎の個別ツール】

算定モデルの精緻化

【個別ツール】

地域循環活力については事業モデル毎
に指標を設定して評価を実施

地域循環活力算定手法
【事業化検討段階】
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25.地域循環圏形成推進のスケジュールイメージ
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26.地域循環圏形成推進の今後の方向性

環境省では、３年の政策調査を踏まえた地方公共団体向けのガイドライン作成した。これま
で、概念整理や定量効果算定に注力したが、現行の枠組みを超えていくアプローチが弱く、ま
た、施策を弾力的に促進する強力な政策ツール（制度、予算等）がないため、第３次循環型社
会基本計画に盛り込む内容が極めて重要と捉えている。

今後は、地方公共団体等が策定していく地域計画が「絵に描いた餅」に終わらないための、
具体的なアクションプラン、工程表（ロードマップ）などの実効性を担保する仕掛けづくりに注力
していく。

各地域の地域循環圏の構想・プランニングとモデル事業の支援

循環型社会形成推進基本計画の更新に反映

規制緩和・制度設計等の検討やガイドラインの見直し

情報発信や計画策定支援手法の拡充

■ 地域循環圏形成推進の方策のメニュー例


